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第１章 はじめに

第１節 目的

大規模な災害が発生した場合、庁舎や市職員の被災により行政機能が低下する中にあっ

ても、災害時優先業務を行う必要があり、通常業務の範囲や量を超えた対応が求められるこ

とから、他の地方公共団体や防災関係機関、民間企業、ボランティアなどの応援を円滑に受

け入れ、最大限活用することができる体制を整えておく必要がある。

しかしながら、東日本大震災や西日本豪雨など、過去の災害では応援の受け入れ窓口の不

明確さや宿泊場所等の環境整備の課題などにより、外部からの応援を十分に活用できず、職

員等の派遣を断らざるを得ない事態も発生した。

このような状況を踏まえ、千葉県では、県内に複数の広域防災拠点を確保し、災害発生時

に広域防災拠点を具体的に選定、運用するための手順及び人的支援に必要な体制や手続き

等を定めた「千葉県大規模災害時応援受援計画」を平成２８年３月（令和４年４月修正）に

策定し、内閣府では、令和２年４月（令和３年６月改訂）に、応援職員等の受入れを中心と

した人的応援に関する受援計画の策定に係る検討の手がかりや参考となる事項を整理した

「市町村のための人的応援の受入れに関する受援計画作成の手引き」を策定している。

印西市災害時受援計画（以下「受援計画」という。）は、印西市地域防災計画（以下「地

域防災計画」という。）に基づき、大規模な災害が発生した場合に印西市業務継続計画（BCP）

（以下「業務継続計画」という。）を補完しながら、市が主体となり外部からの応援を円滑

に受け入れ、災害対応対策、災害復旧・復興に取り組んでいけるよう体制整備を図るために

策定するものである。
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第２節 本計画の位置づけ

本計画は、地域防災計画に基づき、業務継続計画に定める非常時優先業務の実効性を確保

するため受援対象業務を整理し、不足する資源を外部から効果的に受け入れる受援体制及

び手続等について定めるものとする（図 1-1）。

図 1-1 受援計画の位置づけ

第３節 受援の対象とする支援の範囲

本計画では、災害発生時に行われる外部からの人的及び物的支援を対象とし、その範囲は

以下のとおりとする。

１ 人的支援

ア 国関係機関（緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等）

イ 地域公共団体

ウ 消防機関

エ 自衛隊

オ 災害時協定団体

カ ボランティア

印西市地域防災計画

印西市業務継続計画（BCP） 印西市災害時受援計画

受援対象業務の整理

受援担当の位置づけ等受け

入れ体制の確保及び明確化

非常時優先業務の選定

・優先すべき通常業務

・災害応急対策業務

・優先すべき復旧・復興業務

受援体制の整備

・災害予防業務

・災害応急対策業務

・災害復旧・復興業務
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２ 物的支援

（物資調達）

ア 千葉県からの調達（国によるプッシュ型を含む）

イ 災害時協定に基づく調達

ウ 救援物資による調達

（物流）

ア 集積場所の運営

イ 輸送業務

第４節 受援の対象とする業務

受援の対象とする業務は、業務継続計画で定める、優先すべき通常業務、災害応急対策業

務及び優先すべき復旧・復興業務のうち、特に受援が必要と想定される業務を選定する。

人的支援

地方公共団体

消防機関

自衛隊

災害時

協定締結団体

ボランティア

印 西 市

物的支援

物資調達 物流

集積場所 輸送救援物資災害時協定県（国）

国関係機関
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第５節 受援の想定期間

本計画は、地域防災計画や業務継続計画で想定している大規模災害など、災害対策本部を

設置し全庁的な対応を必要とする事態において、本市独自では十分な業務継続、応急対応が

実施できない場合に発動する。

本計画の対象期間は、業務継続計画の非常時優先業務の期間に合わせ、発災後の混乱期か

ら市民生活が一定の落ち着きを取り戻す 1 ヶ月程度を目安とする。

応援の種類
初動期 応急期 復旧期

発災から
3時間程度

3時間から
12時間程度

12時間から
24時間程度

24時間から
72時間程度

4日目から
1週間程度

1週間から
2週間程度

2週間から
1ヶ月程度

人
的
支
援

国関係機関

地方公共団体

消防機関

自衛隊

災害時

協定締結団体

ボランティア

物
的
支
援

物資の調達

物資の物流
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第２章 受援体制

第１節 受援担当

応援要請や受入れ等の受援業務については、応援を受け入れる各班において、主体的に実

施することとし、連絡調整を災害対策本部の事務局内に設置する「受援調整事務局」が担う。

受援調整事務局は発災後、被害状況や職員の被災状況等を勘案し、非常時優先業務の遂行

に外部からの応援が必要であると判断した場合に、本部長（市長）が設置を決定する。

受援調整事務局が設置された場合、受援に係る窓口及び指揮命令系統を明確にし、応援を

円滑に受け入れるため、応援を受け入れる各班に受援担当を設定する。

１ 受援調整事務局

応援を受ける部からの要請をもとに、総務班が人的支援に係る受援、物資班が物的支援に

係る受援、福祉班がボランティアに係る受援の調整を行う。また、総務班は、人的・物的支

援・ボランティアの調整状況を踏まえて、行政機関・自衛隊等の広域的な応援の要請先との

連絡調整、市全体の受援状況の取りまとめを行う。

２ 各班受援担当

応援を受ける各班に、班内の取りまとめを行う受援担当を設定する。

各班の受援担当窓口は、資料 1-1『受援体制』のとおりである。

受援担当は班長（不在の場合は代理者）が適宜指名した者が担うこととし、応援者等の受

入れに関して、応援の内容、数量等についての受援調整事務局との連絡調整及び報告、応援

要請状況に関する班内の連絡調整、個別の応援の要請先との連絡調整、受け入れた応援部隊

の活動環境の整備などを担当する。

図 2-1 受援体制

印西市（受援側）

災害対策本部
（応援要請の決定）

本部班
（災害対応業務
全般の管理）

受援担当

（各班）

応援元

個別の応援

・協定締結団体
・専門団体 等

広域的な応援

・千葉県
・他市町村
・消防機関
・自衛隊
・協定締結団体

受援調整事務局

物資班受援担当
(物的支援に関する調整)

福祉班受援担当

子ども福祉班受援担当
(ボランティアに関する調整)

総務班受援担当
(人的支援に関する調整)

各班

ボランティア

・ボランティアセンター

社会福祉協議会

総務班
(総合的な連絡調整)



6

第２節 関係機関の災害時の連絡先

災害時に、県、防災関係機関、協定締結団体などの関係機関と連絡をとる場合は、資料 1-

2『関係機関連絡先リスト』で連絡先を確認する。

第３節 災害時における協定の運用

各種協定に基づいて、災害時に協定締結団体に対して協力の要請等を行う場合は、資料 1-

3『災害時応援協定一覧』で協定の内容を確認する。
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第３章 人的支援の受入れ

印西市業務継続計画において、緊急時優先業務の実施に必要な人員数と参集可能な市職

員の分析を行ったところ、発災後、必要な人員が不足することが明らかとなった。

大規模災害発生時に、緊急時優先業務を適切に実施するためには、外部からの応援者等を

適切に受け入れることが重要となる。そこで、発災時に人的支援の受入れを円滑に実施する

ため、受援業務の手順や各班と受援調整事務局の役割分担を明確化する。

なお、具体的な災害時応援協定を締結している行政機関や自衛隊等への応援要請先、応援

要請内容については、各協定書を参照するものとする。

第１節 人的支援の流れ

１ 応援要請

（１）応援要請の決定

ア 各班は、非常時優先業務の実施にあたり、人的資源の不足を補うための応援要請の

必要性を、受援担当窓口とともに判断する。各班受援担当窓口は、応援要請の必要性

を判断した場合、電話等で受援調整事務局に要請を行った後、「受援様式１：応援要

請書（受援調整事務局要請用）」を提出する。

イ 受援調整事務局は、応援要請の内容を調整し、災害対策本部会議にて本部長（市長）

の判断のもと、応援要請が決定される。

ウ ただし、応援を要請した各班が個別に協定等を活用して応援要請を行う場合、応援

要請の決定は、各班の班長が行う。

エ 緊急・その他の事情により災害対策本部会議を開催できない場合は、会議を開催せ

ず本部長（市長）が決定する。

（２）応援要請の実施

ア 災害対策本部で応援要請が決定された場合は、受援調整事務局が応援要請を行う。

イ 応援を要請した各班が個別に協定等を活用して応援要請を行う場合は、各班が応

援要請を行う。

ウ 応援要請を行った班は、速やかに、「受援様式２：応援要請報告書（受援調整事務

局報告用）」を作成し、受援調整事務局に報告する。

エ 受援調整事務局構成部が災害時応援協定の運用担当部・課である場合や行政機関、

自衛隊へ応援要請する場合は、受援調整事務局が応援要請を行う。

オ 受援調整事務局は、各班からの報告を「受援様式３：応援要請管理表」を用いて取

りまとめ、応援要請の実施状況について、災害対策本部会議に報告する。
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２ 受援の準備

（１）応援団体との連絡調整

応援を受ける班は、応援団体と連絡調整を行い、応援職員等の人数や到着時期、集合

場所、携行品等について、事前に把握しておく。

（２）必要な資機材の準備

業務に必要な資機材は、原則として応援を受ける班で準備する。ただし、車両や特殊

な業務に係る資機材については不足が想定されるため、応援職員等に持参を要請する。

（３）応援職員等の活動拠点の確保

応援職員等が活動する執務スペースや待機場所については、各班において、主管部・

課が中心となり、各班（各部・課）内の所管施設を活用して確保する。ただし、各班に

おける確保が困難な場合は、受援調整事務局において対応する。

（４）応援職員等に要請する業務内容・手順等の整理

応援を受ける班は、応援職員に要請する業務内容・手順等を整理する。業務マニュア

ル等を作成している場合は、応援職員等に配布することができるよう、準備しておく。

（５）応援職員等の宿泊場所及び食料等の確保

ア 応援職員等の宿泊場所及び食料・飲料水等については、応援団体が自ら確保するこ

とを原則とする。ただし、応援団体による確保が困難な場合は、各班において、各班

（各部・課）の所管施設を活用して確保する。さらに、各班における確保が困難な場

合は、受援調整事務局において対応する。

イ 応援職員等の食料・飲料水等が必要となった場合は、各班の受援担当窓口を通じて

受援調整事務局に要請して調達する。

３ 応援職員等の受入れ

（１）応援職員等の受付

ア 応援を受ける班は、集合場所において応援職員等の受付を行う。

その際に、応援職員等の団体名や氏名、活動期間、宿泊場所を明記した「受援様式

４：応援職員等名簿」を作成する。

イ 応援を受ける班は、作成した「受援様式４：応援職員等名簿」について、直接応援

要請を行った場合は応援を受ける班で保存するものとし、受援調整事務局を通じて

要請した応援団体の場合は、受援調整事務局に報告する。

（２）業務内容等の説明

応援を受ける班は、応援職員等が行う業務内容や手順を応援職員等に説明する。
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（３）応援職員等の受入れの報告

ア 応援職員等を受け入れた場合、応援を受ける班は、「受援様式５：受援状況報告書

（受援調整事務局報告用）」を作成し、速やかに、受援調整事務局に報告する。

イ 受援調整事務局は、市全体の応援職員等の受入状況を取りまとめて、災害対策本部

会議に報告する。

４ 受援対象業務の進行管理

（１）応援職員等との情報共有

応援を受ける班は、原則として毎日、朝礼やミーティングを実施し、応援職員等に対

して、業務内容の指示や情報共有を行うものとする。

（２）応援職員等の業務管理

応援を受ける班は、応援職員等による業務の実施状況を把握する。業務量及び必要人

員を勘案し、必要に応じて、応援職員等の追加要請や業務内容の変更を検討する。

（３）応援職員等の交代に係る対応

ア 応援を受ける班は、応援職員等の交代に際して、適切に引継ぎが行われるよう、「受

援様式６：事務引継書」を活用するなどして、情報共有等に配慮する。

イ また、応援職員等の交代の都度「受援様式４：応援職員等名簿」を更新する。

（４）業務実施状況の報告・調整

ア 応援を受ける部は、応援職員等による業務の実施状況について、「受援様式５：受

援状況報告書（受援調整事務局報告用）」を作成し、受援調整事務局に報告する。

イ 受援調整事務局は、市全体の受援状況を取りまとめて、災害対策本部会議に報告す

るとともに、必要な調整を行う。

５ 受援の終了

（１）受援終了の判断・決定（撤収調整）

ア 応援を受ける班は、受援対象業務の終了、または、業務に必要な人員が足りるなど、

受援の必要が無くなる見込みとなった場合は、応援団体と連絡調整を行い、受援終了

の判断を行い、受援調整事務局に報告する。

イ 受援調整事務局は、各班等からの情報を集約し、災害対策本部会議において、本計

画における受援終了時期を決定する。

ウ 応援を受ける班は受援を終了した場合、「受援様式５：受援状況報告書（受援調整

事務局報告用）」を作成し、受援調整事務局に報告する。
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（２）費用弁償

ア 各班が個別に応援要請をした場合は、原則として各班が費用負担を行う。

イ 受援調整事務局が応援要請した場合は、原則として本部班が費用負担を行う。

ウ 費用の支払いを完了した場合、受援調整事務局に報告し、受援調整事務局は状況を

取りまとめて災害対策本部会議に報告する。

６ 応援の申し出への対応

外部からボランティアに関する応援の申し出があった場合は、ボランティアセンターへ

案内する。その他の応援の申し出があった場合は、受援調整事務局において団体との連絡調

整や受援の判断等を行う。

応援の申し出については、当該業務を所管する班（部・課）が対応する。また、応援内容

が複数の班（部・課）の所管に係る場合は、受援調整事務局で対応する。

申し出に基づいて応援を受け入れた場合においても、本市から応援要請した場合と同様

の手順で、受援業務を行う。

表 3-1 人的支援の受入れに係る役割分担

受援業務
受援調整

事務局
各班

応援要請

応援要請の必要性の判断 ○

応援要請

・各班で個別に協定等を活用して応援要請

を行う場合

・その他、通常業務に関連した民間企業・民

間団体等に応援要請する場合

○

・受援調整事務局構成班が、災害時応援協定

の協定運用担当課である場合

・行政機関・自衛隊等への応援要請

○

受援準備

応援団体との連絡調整 ○

必要な資機材の準備 ○

応援職員等に要請する業務内容・手順等の整理 ○

応援職員等の活動拠点及び宿泊場所の確保※１ ○

応援職員等の食料等の確保※２ ○

応援職員等

の受入れ

応援職員等の受付 ○

業務内容等の説明 ○

受援による

業務の実施

応援職員等との情報共有 ○

応援職員等の業務管理 ○

応援職員等の交代に係る対応 ○

業務実施状況の報告・調整 ○ ○

受援終了
受援終了

応援を受ける部における受援終了 ○

市全体の受援終了 ○

費用負担 ○

応援の申し

出への対応

応援内容が単独班の所管に係る場合 ○

応援内容が複数班の所管に係る場合 ○

※１ 応援団体自らの確保を原則とする。各班による確保が困難な場合は、受援調整事務局で対応する。

※２ 応援団体自らの確保を原則とする。各班からの要請に基づき、受援調整事務局が調達・配分する。
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第２節 要請方法

１ 地方公共団体

（１）県への応援要請

本部長（市長）は、災害が発生し、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、

知事に対し、応援の要請または斡旋の要請を行う。

〈県への応援要請手続き〉

要 請 先 県防災危機管理部防災対策課

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付）

応援の要求 ① 災害の状況

② 応援を必要とする理由

③ 応援を希望する物資等の品名、数量

④ 応援を必要とする場所・活動内容

⑤ その他必要な事項

災害対策基本法第 68 条

（２）指定地方行政機関等への応援要請

本部長（市長）は、災害応急対策または災害復旧のため必要があるときは、指定地方行

政機関もしくは指定公共機関の長に対し、職員の派遣要請、またはその派遣について県知

事に対し斡旋を求める。

〈指定地方行政機関等への応援要請手続き〉

要 請 先 指定地方行政機関または指定公共機関（斡旋をもとめる場合は県）

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付）

職員派遣・

斡 旋 要 請

① 派遣の要請・斡旋を求める理由

② 職員の職種別人員数

③ 派遣を必要とする期間

④ 派遣される職員の給与その他勤務条件

⑤ その他必要な事項

派遣：災害対策基本法

第 29 条

斡旋：災害対策基本法

第 30 条

地方自治法第 252条の 17

（３）県内市町村との相互応援

県内で大規模地震等の災害が発生した場合、応急措置を実施するため必要があると認

めるときは、消防以外の分野に関し「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関

する基本協定」に基づき、他の市町村長に応援を要請する。
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〈県内市町村への応援要請手続き〉

要 請 先 要請先市町村（複数にわたる場合は知事）

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付）

要 請 事 項 ① 被害状況 ② 応援の種類

③ 応援の具体的内容及び数量 ④ 応援を希望する期間

⑤ 応援場所及び応援場所への経路 ⑥ その他必要な事項

応援の種類 ① 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供

② 被災者の救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資

の提供

③ 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供

④ 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣

⑤ 被災者の一時収容のための施設の提供

⑥ 被災傷病者の受入れ

⑦ 遺体の火葬のための施設の提供

⑧ ごみ・し尿等の処理のための施設の提供

⑨ ボランティアの受付及び活動調整

⑩ 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項

２ 消防機関

消防機関に係る受援は、県内の消防力で対応できる場合は「千葉県広域消防相互応援協定」

に基づくが、ここでは、市内及び千葉県内応援部隊の消防力では十分な対応ができない場合

に応援が行われる緊急消防援助隊の受援について整理する。

（１）応援要請

地震、大火災等の大規模な災害が発生し、市内及び千葉県内応援部隊の消防力では十分

な対応ができない場合、印西地区消防組合は緊急消防援助隊の応援要請の要否及び応援

部隊の規模を検討する。

検討の結果、印西市地区消防組合が要請の必要があると判断した場合は、災害対策本部

へ応援要請決定の報告を行った後、知事に対して要請を行う。

ただし、知事に連絡を取ることができない場合は、消防庁長官に対して要請を行う。

（２）受入準備

応援要請を行った後、印西地区消防組合及び市は以下のとおり受入準備を行う。

・災害状況の情報提供、連絡・調整

・応援部隊の配置・活動場所の協議及び指示

・部隊の活動拠点の整備・提供

・消防活動資機材の調達・提供
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（３）活動拠点

印西市地域防災計画では、応援部隊が使用する活動拠点を以下のとおり定めている。

〈消防機関の野営地等〉

集結場所・野営可能場所：牧の原公園、印旛中央公園、本埜スポーツプラザ

３ 自衛隊

（１）災害派遣要請

本部長（市長）は、人命または財産の保護のため必要があると認めた場合、自衛隊の災

害派遣要請を行う。

（２）派遣要請の手続き

本部長（市長）が知事に対して災害派遣要請を依頼するときは、次の事項を明記した文

書をもって行う。

ただし、緊急を要する場合において文書をもってすることができないときは、電話等で

依頼し、事後速やかに文書を送達する。

また、通信の途絶等で知事に要求できないときは、直接関係部隊等に通報し、事後、速

やかに知事に通知する。

本部班は、これらの手続きを実施する。

〈災害派遣要請の手続き〉

要請事項 ① 災害の情況及び派遣を要請する事由

② 派遣を希望する期間

③ 派遣を希望する区域及び活動内容

④ 連絡場所、連絡責任者、宿泊施設の状況等その他参考となるべき事項

連絡先 県防災危機管理部防災対策課

〈緊急の場合の連絡先〉

部 隊 名 等
連絡責任者 （ 電話番号 ）

時 間 内（平日）～17:00 時 間 外

陸上自衛隊第１空挺団

（習志野）

第３科防衛班長

047-466-2141

駐屯地当直司令

047-466-2141

県防災行政無線 632-721、632-725（当直）



14

（３）受入れ体制

総務班は、自衛隊の災害派遣要請を依頼した場合、作業計画を作成し、次のような受入

れ体制を整える。

〈自衛隊の受入れ体制〉

項 目 内 容

作業計画の作成 ① 作業箇所及び作業内容

② 作業箇所別必要人員及び必要機材

③ 作業箇所別優先順位

④ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所

⑤ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所

資材等の準備 必要な機械、器具、材料、消耗品等の確保に努め、諸作業に関係の

ある管理者への了解を取りつける。

自衛隊集結候補地 松山下公園、印旛西部公園

交渉窓口 ○連絡窓口を一本化する。

○自衛隊からの連絡員の派遣を要請する。

（４）自衛隊の派遣活動

知事が自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、原則として人命及び財産の保護のため

必要であり、かつやむを得ない事態と認められるもので、他に実施する組織等がない場合

とし、概ね次のとおりとする。

〈自衛隊の支援活動〉

① 被害状況の把握 ② 避難の援助

③ 遭難者等の捜索活動（行方不明者の捜索） ④ 水防活動

⑤ 道路または水路啓開 ⑥ 消防活動

⑦ 応急医療、救護及び防疫 ⑧ 人員及び物資の緊急輸送

⑨ 炊飯及び給水 ⑩ 物資の無償貸与または譲与

⑪ 危険物の保安及び除去 ⑫ その他

（５）自衛隊の自主派遣

自衛隊においては、災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、知事の要請を待

ついとまがないときは、次の判断基準により部隊等を自主派遣することがあるため、留

意しておく必要がある。
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〈自衛隊自主派遣の判断基準〉

① 関係機関に対して災害情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要があると

認められること

② 知事との連絡が不能で、自衛隊自ら収集した情報及びその他の情報から、直ちに救

援の措置をとる必要があると認められること

③ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救

助に関するものであると認められること

④ その他災害に際し、上記に準じ、特に緊急を要し、知事等の要請を待ついとまがな

いと認められること

（６）経費の負担区分

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として市が負担するものとする。

ただし、他市町村にわたって活動した場合の負担割合は、当該市町村長と協議して定め

る。

１）派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除く）等

の購入費、借上料及び修繕費

２）派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料

３）派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料等

４）天幕等の管理換に伴う修理費

５）その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市が協

議する。

（７）撤収要請依頼

災害派遣の目的が達成されたとき、またはその必要がなくなったときは、本部長（市

長）は、知事及び派遣部隊の長と協議の上、派遣部隊の撤収要請を行う。

４ 医療機関

医療機関からの応援の受入れは、医療班が一括して行い、被災の程度や各避難所等の状

態に応じて配置先等を決定する。

（１）応援要請

ア 市救護本部の設置

医療班は、中央保健センターに救護本部を設置し、印旛市郡医師会に市内の医療救護

活動について助言及び調整を行う地域災害医療コーディネーターの派遣を要請する。

また、印旛保健所が合同救護本部を設置した場合は、連絡員を派遣し、連携した対応

を行う。
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イ 医療救護班の編成

医療班は、印旛市郡医師会、千葉県印旛郡市歯科医師会、印旛郡市薬剤師会、千葉県

柔道整復師会に対し、救護所への医療救護班の編成・派遣、医薬品等の供給を要請す

る。

市で対応ができない場合、合同救護本部に対して、県立病院等の救護班、災害派遣医

療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣、医薬品の供給等の要請を行う。

（２）応援受入れ

ア 参集場所・活動拠点の確保

医療救護班は、医療班が、ＤＭＡＴはＤＭＡＴ調整本部がそれぞれ指示する場所に参

集する。

イ 医薬品・資器材の確保

医薬品・資器材が不足した時、医療班は、合同救護本部及び薬剤師会長へ要請し補給

する。また、大規模災害発生時に救援物資として集まる医薬品・資器材等の集積場所を

開設し、印旛郡市薬剤師会等の協力を得て、管理を行う。

※ DMAT とは、Disaster Medical Assistance Team の頭文字をとって略したもので、医師・看護師・

業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、大規模災害や多傷病者が発生し

た事故などの現場に、急性期（概ね 48 時間以内）に活動できる機動性をもった医療チーム。

※ DMAT 調整本部とは、DMAT の活動の指揮、消防・自衛隊等の関係機関との連絡調整などを行うた

めに設置される組織を指す。

５ 災害時応援協定締結団体

大規模な災害が発生した場合において、外部からの応援を円滑に受け入れるため、あら

かじめ地方公共団体・民間団体等と協定を締結し、迅速かつ的確な災害対策を実施できる

体制を構築している。

（１）協定の運用担当窓口

災害時応援協定は、協定に係る業務を所管する課が締結を行うことが通常であるが、

一部協定では災害時に当該業務を所管する班（課）と締結を行う課が異なる事例がある。

こうした場合、災害時に協定を運用する班（課）を受援担当窓口として位置づけ、原

則として協定締結団体との連絡・調整や、応援の要請・受入れを行うものとする（災害

時応援協定の一覧は資料 1-3 を参照）。

協定締結課と協定を運用する災害対策本部担当班との役割分担は以下とする。
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協定締結課
協定を運用する災
害対策本部担当班

平常時
協定の修正・廃止 ●

協定締結団体との連絡・調整 ● ○（訓練時等）

発災時

協定締結団体との連絡・調整 ●

応援の要請 ●

応援の受入れ ●

６ ボランティア

福祉班は、ボランティア活動の調整機関として、印西市災害ボランティアセンターを総合

福祉センターに設置するよう、印西市社会福祉協議会に要請する。

なお、総合福祉センターが地震により使用できない場合、もしくは余震等による被害のお

それが見込まれる場合は、市災害対策本部の指示に従い、他の施設の利用を検討する。

（１）印西市災害ボランティアセンターの設置

社会福祉協議会は、印西市災害ボランティアセンターを設置し、ボランティアニーズ

の受付、ボランティアの募集、コーディネート、資機材の調達等を災害対策本部と協力

して行うものとする。

また、災害時のボランティア活動には、職能を要する専門分野と職能を要しない一般

分野に大別されることから、それぞれ次のように分類して対応するものとする。

福祉班は、災害ボランティアセンター設置後、本部との調整など、このボランティア

センターのサポートを行う。

〈ボランティアの主な活動分野〉

専門ボランティア 一般ボランティア

① 救護所等での医療、看護

② 被災宅地の危険度判定

③ 外国語の通訳

④ 被災者への心理治療

⑤ 要配慮者の専門的介護

⑥ その他の専門的知識、技能を要する活動 等

① 避難所の運営

② 炊出しや食料、飲料水等の受入れ・

配給

③ 救援物資や義援品の仕分け

④ 要配慮者の介護

⑤ 清掃

⑥ その他被災地における軽作業 等

（２）一般ボランティア

ア 一般ボランティアの要請

各班は、部内で行う業務について、一般ボランティアの活用についてのニーズを取り
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まとめ、受援調整事務局へ要請する。

受援調整事務局は要請内容を取りまとめ、福祉班に報告し、社会福祉協議会が、印西

市災害ボランティアセンターに応援を要請する。ボランティアが不足する場合は受援

調整事務局が優先度の調整を行い、災害対策本部会議に諮る。

イ 一般ボランティアの受入れ

一般ボランティアの受入れは、応援を受ける部において行う。なお、受入れに当たっ

ては、日時、人数、場所などの調整は、調整窓口の担当班と印西市災害ボランティアセ

ンターで行うこととする。

（３）専門ボランティア

調整窓口の担当班は、専門ボランティアを受け入れるため、必要に応じて窓口を各班

等に置く。調整窓口の担当班と印西市災害ボランティアセンターが協議し、受入れを検

討し、調整窓口の担当班が、関係機関・団体への要請や受付・登録、活動拠点の提供、

派遣等の業務を担う。

調整窓口の担当班 主な活動分野 主な個人・団体

医療班 医療・看護等 医師・看護師、薬剤師、歯科医師、接

骨師、歯科衛生士、保健師、栄養士

住宅班・現地調査班 応急危険度判定

り災証明発行に関する家屋調査

応急危険度判定士

建築士・土地家屋調査士・行政書士

福祉班・子ども福祉

班

要配慮者支援 各種支援団体

企画財政班 外国語通訳、翻訳、情報提供 国際交流協会等

７ その他の団体

（１）各種業界団体、助成団体等

ア 応援を要請する業務

応援を要請する業務は主に以下のような業務である。

・異常気象、危険箇所等を発見した時の災害対策本部への通報

・避難誘導、負傷者の救出・搬送等市民に対する救助・救護活動

・被災者に対する炊き出し、救援物資の配分及び輸送等の業務

・被害状況の調査補助業務

・被災地域内の秩序維持活動

・道路啓開活動、公共施設等の応急復旧作業活動

・応急危険度判定や応急仮設住宅の建設業務

・その他市が行う災害応急対策業務への応援協力
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イ 要綱手続・事項

応援を受ける部、受援調整事務局は、応援を要請するにあたっては、以下の事項を

明らかにして行うとともに、災害対策本部会議へ報告するものとする。

・活動の内容

・協力を希望する人数

・調達を要する資機材等

・協力を希望する地域及び機関

・その他参考となるべき事項

（２）海外からの応援

市は、海外からの支援受入れについて、県と調整しながら、国の緊急災害対策本部、

関係省庁等と連絡を行うとともに、国が作成する海外からの支援の種類、規模、内容等

を定めた受入計画について、情報の収集に努める。
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第３節 受援対象業務

受援対象業務は、人的支援が必要となる業務について、本市業務継続計画で定めた優先す

べき通常業務、災害応急対策業務及び優先すべき復旧・復興業務のうち、特に受援対象とし

て重要な業務として、79 業務を選定した。

抽出した受援対象業務については、別冊に業務別受援マニュアル（例）を整備した。

表 3-2 受援対象業務 （No は業務別受援マニュアル（例）の番号、区分は分掌事務別の分類番号）

No
業務名

（BCPに合わせて記載）

業務担当 受援の区分
協定の締結
状況の有無部名 班名

人的
支援

物的
支援

災害01 被災者台帳の作成に関すること 総務部 本部班 ○ 有

災害02 応援・受援の総合調整に関すること 総務部 総務班 ○ 有

災害03
自衛隊、他自治体からの応援の受入れ、調整及

び配置に関すること
総務部 総務班 ○ 有

災害04 情報の収集、整理、伝達に関すること 総務部 情報班 ○ 有

災害05
電話・ＦＡＸ・メールの受理、対応に関

すること
総務部 情報班 ○ 有

災害06 各部の対策実施状況の把握に関すること 総務部 情報班 ○ 有

災害07
災害対策に必要な情報システムの運用及

び活用に関すること
総務部 情報班 ○ 有

災害08
避難所等の防災拠点との連絡調整に関す

ること
総務部 情報班 ○ 有

災害09 被災者台帳の作成に関すること 総務部 情報班 ○ 有

災害10
本部全般に係る資機材の調達、配備に関

すること
総務部 施設管理班 ○ 有

災害11 燃料の確保に関すること 総務部 施設管理班 ○ 有

災害12
災害時の配車計画及び車両の借り上げに

関すること
総務部 施設管理班 ○ 無

災害13 緊急通行車両証明書に関すること 総務部 施設管理班 ○ 有

災害14 災害広報紙の作成及び配布に関すること 総務部 広報班 ○ 無

災害15 避難所等への広報に関すること 総務部 広報班 ○ 無

災害16
災害時の記録撮影等、災害記録に関する

こと
総務部 広報班 ○ 有

災害17 臨時バスの運行に関すること 企画財政部 企画財政班 ○ 有

災害18
外国人の安否確認、避難支援に関するこ

と
企画財政部 企画財政班 ○ 無

災害19
外国人の安全確保と生活支援に関するこ

と
企画財政部 企画財政班 ○ 無

災害20 家屋及び土地の被害調査に関すること 市民部 現地調査班 ○ 有

災害21 り災台帳の作成に関すること 市民部 現地調査班 ○ 有

災害22 り災証明の発行に関すること 市民部 現地調査班 ○ 有

災害23 被災家屋台帳の作成に関すること 市民部 現地調査班 ○ 有

災害24 防犯対策に関すること 市民部 市民相談班 ○ 無

災害25 災害相談に関すること 市民部 市民相談班 ○ 無
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No
業務名

（BCPに合わせて記載）

業務担当 受援の区分
協定の締結
状況の有無部名 班名

人的
支援

物的
支援

災害26 窓口対応に関すること 市民部 市民相談班 ○ 有

災害27 被災者台帳の作成に関すること 市民部 市民相談班 ○ 有

災害28 安否情報の提供に関すること 市民部 市民相談班 ○ 無

災害29 災害廃棄物の収集及び処理に関すること 環境経済部 環境衛生班 ○ 有

災害30 ごみの収集及び処理に関すること 環境経済部 環境衛生班 ○ 有

災害31 し尿の収集、処理に関すること 環境経済部 環境衛生班 ○ ○ 有

災害32
生活必需品、その他日常応急物資の調達

及び斡旋に関すること
環境経済部 物資班 ○ ○ 有

災害33
応急食料、物資の調達及び配送に関する

こと
環境経済部 物資班 ○ ○ 有

災害34 義援物資の受入れに関すること 環境経済部 物資班 ○ ○ 有

災害35
要配慮者の安全確保と生活援助に関する

こと
福祉部 福祉班 ○ 有

災害36
要配慮者の生活必需品の調達及び配送に

関すること
福祉部 福祉班 ○ 無

災害37 福祉避難所の設置、運営に関すること 福祉部 福祉班 ○ ○ 有

災害38
災害ボランティアセンターの設置、支援

及び連絡調整に関すること
福祉部 福祉班 ○ ○ 有

災害39 ボランティアの配置に関すること 福祉部 福祉班 ○ ○ 有

災害40
日赤等社会福祉団体への連絡に関するこ

と
福祉部 福祉班 ○ ○ 無

災害41
遺体の検案・処理、収容及び安置に関す

ること
福祉部 福祉班 ○ ○ 有

災害42
義援金、見舞金の受入れ、配分、保管、

礼状に関すること
福祉部 福祉班 ○ 有

災害43
保育園、学童クラブ等の園児及び児童の

保護及び応急保育に関すること
健康子ども部 子ども福祉班 ○ ○ 有

災害44
要配慮者の安全確保と生活援助に関する

こと
健康こども部 子ども福祉班 ○ 有

災害45
要配慮者の生活必需品の調達及び配送に

関すること
健康子ども部 子ども福祉班 ○ 無

災害46 福祉避難所の設置、運営に関すること 健康子ども部 子ども福祉班 ○ ○ 有

災害47 物資受援施設の体制整備に関すること 健康子ども部 子ども福祉班 ○ 無

災害48 応急医療救護及び助産に関すること 健康子ども部 医療班 ○ ○ 有

災害49 救護所の設置に関すること 健康子ども部 医療班 ○ 有

災害50
医師会その他医療機関との連絡及び出動

要請に関すること
健康子ども部 医療班 ○ 有

災害51
救護に必要な医薬品、医療品及び資機材

等の確保に関すること
健康子ども部 医療班 ○ ○ 有

災害52 被災者の医療対策に関すること 健康子ども部 医療班 ○ ○ 有

災害53
人的被害（傷病者）の調査、報告に関す

ること
健康子ども部 医療班 ○ 無

災害54 医療機関の被害調査、報告に関すること 健康子ども部 医療班 ○ 無

災害55 医療救護班の編成に関すること 健康子ども部 医療班 ○ 有
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No
業務名

（BCPに合わせて記載）

業務担当 受援の区分
協定の締結
状況の有無部名 班名

人的
支援

物的
支援

災害56 被災者のこころのケアに関すること 健康子ども部 医療班 ○ 有

災害57
管理施設の被害状況の調査、報告に関す

ること
都市建設部 住宅班 ○ 有

災害58 管理施設の応急措置に関すること 都市建設部 住宅班 ○ ○ 有

災害59
管理施設の避難施設への供与に関するこ

と
都市建設部 住宅班 ○ 有

災害60
被災建築物の応急危険度判定に関するこ

と
都市建設部 住宅班 ○ ○ 有

災害61 被災宅地の危険度判定に関すること 都市建設部 住宅班 ○ ○ 有

災害62 倒壊家屋等の解体撤去に関すること 都市建設部 住宅班 ○ 有

災害63 住宅における障害物の除去に関すること 都市建設部 住宅班 ○ 有

災害64

応急仮設住宅の建設計画（用地交渉を含

む）及び工事施工、維持管理に要するこ

と

都市建設部 住宅班 ○ 有

災害65
応急仮設住宅の入居及び退去に関するこ

と
都市建設部 住宅班 ○ 有

災害66 公営住宅等の斡旋に関すること 都市建設部 住宅班 ○ 無

災害67
災害応急措置に要する資機材等の調達に

関すること
都市建設部 土木班 ○ ○ 有

災害68
道路、河川の被害状況の調査、報告に関

すること
都市建設部 土木班 ○ 有

災害69 道路、河川の応急復旧に関すること 都市建設部 土木班 ○ ○ 有

災害70
道路、河川等の障害物の除去に関するこ

と
都市建設部 土木班 ○ 無

災害71 応急給水に関すること 上下水道部 水道班 ○ 有

災害72
管理施設の応急修理及び復旧に関するこ

と
上下水道部 水道班 ○ 有

災害73
管理施設の応急修理及び復旧に関するこ

と
上下水道部 下水道班 ○ 有

災害74 避難所の開設・運営に関すること 教育部 教育班 ○ 有

災害75 避難者の名簿作成に関すること 教育部 教育班 ○ 有

通常01 災害発生時の選挙事務に関すること
選挙管理委

員会事務局

選挙管理委

員会事務局
○ 無

通常02 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること 市民部 市民課 ○ 無

通常03 災害見舞金等に関すること 福祉部 社会福祉課 ○ 有

通常04 避難行動要支援者の支援に関すること 福祉部 社会福祉課 ○ 無
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第４節 業務別受援マニュアル

第３章第３節で選定した受援対象業務については、資料③『業務別受援マニュアル（例）』

を用いて、次の事項を確認しながら、応援職員と連携し、業務を実施する。

資料③『業務別受援マニュアル（例）』は別冊に取りまとめた。

① 本市の担当班（部・課）、責任者（職名）

② 業務内容と役割分担

③ 人的支援の要請先、求める職種・資格等

④ 業務資源（業務実施に必要な資機材、応援職員の活動環境）
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第４章 物的資源の受入れ

第１節 支援対象

１ 物資調達の全体像

調達する物資には、業務で使用する資機材等の「業務資源」と、被災者に配布する「生

活関連物資」の２種類がある。調達に関しては、どの物資を誰が外部へ要請するのかをま

ずは明確にしておくことが重要である。

２ 業務資源

災害時に業務を実施するためには、次の２つ観点から業務資源を確保する必要がある。

なお、ここで挙げる業務資源は、衛星電話や燃料、電源車、公用車、用地など、本市が

災害応急対策等の業務を実施するために必要な資機材等をいう。

① 「全庁共通」の業務資源

役所の機能を確保するための非常用電力、通信手段など

② 「受援対象業務ごと」の業務資源

避難所運営や被害認定調査などの受援対象業務ごとに必要な資機材等

３ 生活関連物資

生活関連物資は、食料や飲料水、生活必需品等で被災者に配布する物資をいう。

第２節 調達先の確保

１ 関係機関の災害時の連絡

物的支援の受入れに関して、災害時に県、防災関係機関、協定締結団体などの関係機関

と連絡をとる場合は、資料 1-2『関係機関連絡先リスト』で連絡先を確認する。

２ 災害時における協定の運用

物的支援の受入れに関して、各種協定に基づいて、災害時に協定締結団体に対して協力

の要請等を行う場合は、資料 1-3『災害時応援協定一覧』で協定の内容を確認する。

第３節 物的支援の受入れ手順

１ 全庁的に使用する資源の場合

（１）ニーズの把握

・各班はニーズを把握し、物資班へ要請する。

・物資班は、各班からの要請について集約・整理を行い、庁内での物資調達が可能か検

討する。
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（２）外部への要請

・物資班は、国・県や協定締結団体等の要請等を検討し、物資の確保方針を決定する。

物資要請先毎に要請様式を作成（参照：資料 1-3『災害時応援協定一覧』）

国・県への要請は「物資調達・輸送調整等支援システム」を利用する。

２ 各業務で必要となる資源の場合

（１）物資要請方法の検討

各班は、不足する物資の要請方法について以下のいずれにするか検討する。

・人的支援と併せて要請

・物資のみ要請

（２）外部への要請

各班は、（１）の検討を踏まえ物資の確保方法を決定する。

＜人的支援と併せて要請の場合＞

・人的支援要請の際に、応援者に持参してもらうよう応援要請書等に記載する。

＜物資のみ要請＞

・各班は不足する物資を取りまとめ、物資班へ要請する。

・ただし、各班が個別に協定等を活用して要請する場合は、各班が要請する。

・国・県への要請は「物資調達・輸送調整等支援システム」を利用する。

（３）物資の受入れ

各班は、物資提供先と連絡調整し、物資を受入れる。

第４節 プッシュ型による物資配送関連施設

１ 物資配送に関わる拠点

本市の物資集積拠点は、松山下公園総合体育館とする。

施設名 所在地 施設概要

松山下公園総合体育館 千葉県印西市浦部 275

＜構造＞

鉄筋鉄骨コンクリート造一部鉄

骨造、鉄筋コンクリート造

＜建築面積＞7,730.44m2

＜延床面積＞9,134.99m2
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２ 物資集積拠点の開設手順

（１）施設の状況確認・開設決定

・物資班は、各班からの情報や災害の大きさから物資集積拠点開設の必要性を判断し、

施設管理者へ施設の被災状況、施設周辺の道路状況等を確認する。

（施設が利用不可能な場合等は、代替施設を検討・準備）

（２）要員・資機材・車両の確保

・物資班は、物資拠点担当を施設へ派遣する。職員が不足する場合は、総務班へ応援要

請を行う。（作業の長期化を見越し交代要員も確保する）

また、必要な資機材、車両等を確保し、物資集積拠点へ配備する。不足する場合は、

県や外部機関へ要請する。

※物資集積拠点の運営等には物流の専門知識が必要となることから、協定を締結し

ている物流事業者や県等へ応援を要請する。

※災害救助法の適用範囲に「救援用物資の整理配分」も含まれ、その限度額について

は「当該地域における通常の実費」とされていることから費用負担等について県に

確認しながら、物流事業者等への委託が躊躇なく円滑に行えるようにする。

＜物資集積拠点に用意すべき主な資機材＞

資料・地図
地域防災計画、配送マニュアル、避難所一覧、避難所位置図、配送

ルート図、受援計画の様式 等

通信手段・電源 電話、非常用発電機、延長コード

機材
カメラ、パソコン、ハンドマイク、トランシーバー、コピー機、ホ

ワイトボード、テント 等

搬送機材
パレット、台車、ローラーコンベアー、ハンドリフト、フォークリ

フト（運転要員） 等

消耗品

軍手、マスク、レインコート、段ボール、はさみ、カッター、ビニ

ールひも、荷ひも、マジック、メジャー、ブルーシート、ラップシ

ート 等

（３）施設内レイアウトの準備

・物資拠点担当は、物資の受入れ、配送に必要となるレイアウトを準備する。
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＜レイアウトに必要なエリア＞

エリア エリアの機能・注意点

荷降ろしエリア

（入荷口）

・トラックから物資を降ろすエリア

・荷物が運びやすいように階段等がないフラットな動線とす

る。

事務エリア

（入荷口付近）

災害対策本部との情報のやり取りをする機器の設置や在庫の

集計作業などの事務作業を行うエリア

保管エリア

・荷降ろした物資を積込むまでの間、保管するエリア

・品目ごとに場所を分けて設定

・出荷頻度の高低等によって「ピッキング用エリア」と「備蓄

用エリア」に分けると、出荷作業が効率的に行える。

ピッキング用

エリア

・ピッキング（取出し）を迅速に行えるように、出荷頻度が高

い品目や食品等の比較的保管期間の短い物資を少量ずつ保

管

・出荷口の近くに設置することで、出荷スピードが高まる

備蓄用エリア

・出荷頻度が低い物品を保管（頻度が高くても量が多い場合は、

ピッキング用エリアの補充用として備蓄用エリアにも保管）

・大量の在庫がある品目は、パレット単位にまとめておくと在

庫管理が容易になる

仕分けエリア ・物資を出荷する時に配送先別に仕分けるためのエリア

転送品・仮置きエリア

（仕分けエリア内）

他拠点に転送すべき物資や、内容の確認に時間がかかると想定

された物資を仮置きするエリア

積込エリア

（出荷口）

・トラックに物資を積込むエリア

・荷降ろし作業と出荷作業それぞれに支障をきたさないよう荷

降ろしエリアと区別しておくことが望ましい

通路

パレット台車を各保管場所まで移動できるよう、中心部に通路

を確保し、奥にある物資も確認ができるよう、物資と物資の間

にもスペースを確保

※保管エリアの要面積算定においては、国土交通省「ラストマイルにおける支援物資輸送・

拠点開設・運営ハンドブック（平成 31 年 3 月）」の支援物資の必要量・必要保管面積に

関する算出基準を参考とする。

（４）施設内の機能確保・要員配置

物資拠点担当は、以下の機能確保・要員配置を行う。

・災害対策本部との連絡手段を確保

○電話回線の使用可否を確認
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・電源を確保

○通常電源の使用可否の確認

○非常用電源（発電機）の使用可否の確認

・集配機能を確保

○トラック動線（出入口、操車場、荷降ろし場、待機場）の確認、運航誘導

○荷物の動線（荷降ろし、保管、仕分け、積込）の確認

・必要資機材を配置

○フォークリフトの動作確認

○照明器具の確認

○パレット、台車の確認

○品目表示板、案内板の確認

・要員を配置

○作業要員名簿を作成し、作業員を編成

○作業員の役割分担、配置、業務指示

＜物資集積拠点での役割分担＞

役割 業務

入荷
トラックなどで輸送された物資を受取り、検品・検数、仕分け、保

管場所への移動を実施

保管
・入荷した物資を出荷指示があるまで管理

・品目別の数量を常時把握するとともに入荷日や出荷日を管理

出荷
出荷指示を受け、保管されている物資を配送先別に仕分けてトラッ

クなどに積込む

輸送
輸送拠点から避難所や本庁舎等へ物資を配送

協定締結先と協力し、配送を実施
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第５章 受援力向上に向けた取組み

第１節 組織への定着

本計画の定着と課題の対応を具体化するため、全庁挙げての体制を構築し、平常時から業

務別受援マニュアルの見直しや各部・課の業務計画の策定を進めるものとし、業務継続計画

とあわせて研修・訓練の実施状況等の進行管理を行い、組織への定着を図っていくものとす

る。

第２節 計画の継続的更新

本計画の見直しは、以下のとおり日常における訓練や災害対応の教訓を活かし、継続的に

更新を図るものとする。

① 庁内組織編制、災害対策本部組織の見直し時期

② 防災関連計画の見直し時期

③ 業務の効率化・自動化における新たな技術が導入された時

④ その他、市内または他都市における類似災害発生による新たな教訓・知見等が得られ

た時

また、主に以下の改善事項については、適宜確認・更新を行う。

① 担当者や連絡先等の最新情報の更新・維持

② 輸送拠点の候補地選定、レイアウトの明確化

③ 輸送拠点から避難所への配送計画の作成

④ 業務別受援マニュアルの追加検討

P 受援計画の策定

D 訓練・研修等の実施 改善事項の実施

C 訓練・研修等の振り返り 改善事項の進捗

A 課題の改善策検討 改善事項の更新

繰り返し
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資料集
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資料① 様式集（関係機関連絡先等）

資料 1-1 受援体制

（１）受援調整事務局

担当 班
所属

役職 氏名
部 課・局

全体統括 総務班

人的支援 総務班

業務資源 物資班

ボランテ
ィア

福祉班・子ども

福祉班

（２）各班受援担当窓口

班
所属

役職 氏名
部 課・局

本部班

総務班

情報班

施設管理班

広報班

企画財政班

現地調査班

市民相談班

印旛支所班

本埜支所班

環境衛生班

物資班

福祉班

子ども福祉班

医療班

住宅班

土木班

水道班

下水道班

教育班

応援班
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資料 1-2 関係機関連絡先リスト

（2022 年 11 月 30 日時点）

区分 機関名 連絡先

千葉県

防災危機管理部 防災対策課 043-223-2175

危機管理政策課 043-223-2163

県土整備部 河川環境課 043-223-3147

環境生活部 循環型社会推進課 043-223-2758

印旛土木事務所 管理課 043-483-1143

維持課 043-483-1146

印旛地域振興事務所 地域防災課 043-483-1122

印旛健康所 総務課 043-483-1133

印旛農業事務所 総務課 043-483-1125

企業局 水道部計画課

計画・危機管理室
043-211-8636

企業局 船橋水道事務所

千葉ニュータウン支所
0476-46-3514

隣接市

成田市 危機管理課 0476-20-1523

佐倉市 危機管理課 043-484-6131

四街道市 危機管理室 043-421-6102

八街市 防災課 043-443-1119

白井市 危機管理課 047-492-1111

富里市 防災課 0476-93-1114

酒々井町 総務課 043-496-1171

栄町 総務課 0476-95-1111

一部事務組合

印旛利根川水防事務組合 0476-95-8983

印西地区環境整備事業組合 0476-46-2731

印西地区衛生組合 0476-95-0252

長門川水道企業団 0476-33-7718

印旛郡市広域市町村圏事務組合 043-485-0397

消防 印西地区消防組合消防本部 0476-46-9962

警察
千葉県警察本部 043-201-0110

印西警察署 0476-42-0110

自衛隊
陸上自衛隊 習志野駐屯地

第１空挺団 第３科 防衛班
047-466-2141
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区分 機関名 連絡先

指定地方

行政機関

関東総合通信局 03-6238-1600

関東財務局 千葉財務事務所 043-251-7211

千葉労働局 労働基準部 健康安全課 043-221-4312

関東農政局 千葉県拠点 043-224-5611

関東森林管理局 千葉森林管理事務所 043-242-4656

関東経済産業局 総務企画部

危機管理・災害対策室
048-600-0211

関東東北産業保安監督部

保安課（都市ガス）
048-600-0417

（火薬類・高圧ガス） 048-600-0294

（LP ガス） 048-600-0418

関東地方整備局

利根川下流河川事務所 防災対策課
0478-52-6361

安食出張所 0476-95-0042

関東運輸局 千葉運輸支局 043-242-7336

関東地方測量部 03-5213-2051

東京管区気象台 銚子地方気象台 0479-23-7705

関東地方環境事務所 048-600-0516

北関東防衛局 048-600-1800

ボランティア 印西市社会福祉協議会 0476-42-0294

医療関係

印旛市郡医師会 0476-27-0168

印旛郡市歯科医師会 0476-27-1894

印旛郡市薬剤師会 043-483-5810

千葉県柔道整復師会 043-265-0356
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資料 1-3 災害時応援協定一覧

（2022 年 11 月 30 日時点）

№ 防災協定等の名称 協定の内容 協定先 締結日 連絡部署 連絡先

1

災害時における千葉県内市

町村間の相互応援に関する

基本協定

被災市町村のみでは十分な応急対策及び

復旧対策が実施出来ない場合においての

市町村間の相互応援

千葉県内すべての市

町村

平成８年２月２３

日

2
千葉県広域消防相互応援協

定書

災害の予防・鎮圧等、市町村等の相互応援

体制の確立及び不測の事態への対処

千葉県下の市町村と

一部事務組合
平成４年４月１日

3

災害時の緊急対策に必要な

物資の供給協力及び運営に

関する覚書

保有する物資の供給
三井住友海上火災保

険（株）

4

災害時における印西市と印

西郵便局の相互協力に関す

る協定書

災害情報等の相互提供、避難所に対する郵

便物の集配等
印西郵便局 平成10年１月30日

5 災害対策に関する協定書
道路、河川等の公共施設の機能確保、回復

に係る応急対策

印西市建設業災害対

策協力会
平成 18 年４月１日

6
災害時における歯科医療救

護活動についての協定書
歯科医療活動及び歯科医療救護班の派遣

（公社）千葉県印旛郡

市歯科医師会
平成12年３月16日

7
災害時における医療救護活

動についての協定書
医療救護活動及び医療救護班の派遣

（公社）印旛市郡医師

会

平成 13 年 11 月 22

日

8
災害時における物資の供給

に関する協定書
応急処置のための物資供給

（公社）千葉家 LP ガ

ス協会印旛支部印西

地区

平成16年 3月 29日

9
災害時における物資の供給

に関する協定書
応急処置のための物資供給

千葉県石油商業協同

組合印西支部
平成16年３月29日

10
災害時応急対策に関する協

定書

防疫、倒木撤去、災害廃棄物除去活動等の

応急対策
印西市造園組合 平成16年９月14日

11

災害時における応急生活物

資供給等の協力に関する協

定書

応急生活物資の供給等 （株）ジョイフル本田
平成 17 年 12 月 14

日
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№ 防災協定等の名称 協定の内容 協定先 締結日 連絡部署 連絡先

12

災害時における応急生活物

資供給等の協力に関する協

定書

応急生活物資の供給等 （株）ジャパンミート
平成 17 年 12 月 14

日

13
災害時における支援協力に

関する協定書
遺体の収容及び安置に係る業務等

千葉中央葬祭業協同

組合

平成 17 年 12 月 14

日

14
災害時における支援協力に

関する協定書
遺体の収容及び安置に係る業務等

（一社）全日本冠婚葬

祭互助協会

平成 17 年 12 月 14

日

15
災害時における相互協力に

関する協定書

平岡自然公園を指定避難所として指定・開

設

印西地区環境整備事

業組合
平成21年９月10日

16

東京電機大学千葉ニュータ

ウンキャンパスにおける災

害時の相互協力に関する協

定書

広域避難所としての指定・開設等
学校法人 東京電機

大学
平成19年３月26日

17
災害時における食糧等の調

達供給協力に関する協定書
保有する食糧等の供給等

（株）スウィングベー

カリー
平成19年３月26日

18
災害時における防災活動協

力に関する協定書

応急生活物資等の供給、被災者の一時受け

入れ等

イオンモール（株）イ

オンモール千葉ニュ

ータウン
平成 25 年３月１日

イオンリテール（株）

イオン千葉ニュータ

ウン店

19
災害時におけるレンタル機

材の提供に関する協定書

応急対策や避難所運営等に必要な資器材

の提供
（株）アクティオ 平成20年３月26日

20
災害時における支援協力に

関する協定書
応急生活物資の供給等

生活協同組合コープ

みらい

平成21年３月19日生活協同組合連合会

コープネット事業連

合

21
災害時における防災活動協

力に関する協定書
応急生活物資の供給等 西印旛農業協同組合 平成21年３月19日
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№ 防災協定等の名称 協定の内容 協定先 締結日 連絡部署 連絡先

22

印西市と株式会社千葉ニュ

ータウンセンターの連携協

力に関する協定

ケーブルテレビのコミュニティーチャン

ネルを利用した市民への情報提供

（株）千葉ニュータウ

ンセンター
平成21年５月11日

23
災害に係る情報発信等に関

する協定

Ｙａｈｏｏサービス上に災害情報等を掲

載
ヤフー（株） 平成24年６月19日

24

印西市と株式会社広域高速

ネット二九六の連携協力に

関する協定

ケーブルテレビのコミュニティーチャン

ネルを利用した市民への情報提供

（株）広域高速ネット

二九六
平成23年４月13日

25
災害時における家屋被害認

定調査等に関する協定書

市職員と連携して行う被災住宅の家屋調

査等

千葉県土地家屋調査

士会
平成25年１月16日

26

災害発生時における福祉避

難所の設置運営に関する協

定書

障がい者の福祉避難所

（有）T・S システム児

童デイサービス朋友

会憩いの里さくら

平成25年３月28日

27

災害発生時における福祉避

難所の設置運営に関する協

定書

障がい者の福祉避難所
特定非営利活動法人

さくら第二
平成25年３月28日

28

災害発生時における福祉避

難所の設置運営に関する協

定書

障がい者の福祉避難所
社会福祉法人 めぐ

みの家
平成25年３月28日

29

災害発生時における福祉避

難所の設置運営に関する協

定書

障がい者の福祉避難所
社会福祉法人 印旛

福祉会
平成25年３月28日

30

災害発生時における福祉避

難所の設置運営に関する協

定書

障がい者の福祉避難所 社会福祉法人 秋桜 平成25年３月28日

31
災害時における生活物資の

供給協力に関する協定書
応急生活物資、応急対策物資の供給等 （株）カインズ 平成26年１月17日

32

災害発生時における帰宅困

難者の受入れ等の協力に関

する協定書

帰宅困難者を施設の一部において一時受

け入れ

ホテルマークワン

（株）
平成26年３月26日

33
災害時における物資の供給

に関する協定書
応急生活物資、応急対策物資の供給等 （株）ベイシア 平成27年４月16日
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34
災害時における物資供給等

の協力に関する協定書
応急生活物資、応急対策物資の供給等

コストコホールセー

ルジャパン（株）
平成27年６月17日

35
災害時における物資の供給

協力等に関する協定書
応急生活物資、応急対策物資の供給等

セブンーイレブンジ

ャパン（株）
平成27年６月26日

36
災害時における飲料水の提

供に関する協定書
保有する飲料水の提供等 （株）伊藤園 平成27年８月12日

37
広告付避難場所等電柱看板

に関する協定

避難場所等の情報を民間企業の広告と併

せて案内表示

東電タウンプランニ

ング（株）
平成 27 年 9 月１日

38

災害発生時における福祉避

難所の設置運営に関する協

定書

要介護者等の福祉避難所
社会福祉法人 六親

会
平成27年 10月６日

39

災害発生時における福祉避

難所の設置運営に関する協

定書

要介護者等の福祉避難所
社会福祉法人 龍心

会

平成 27 年 12 月 14

日

40
災害時における地図製品等

の供給等に関する協定書
住宅地図、広域地図等、地図製品の供給 （株）ゼンリン 平成 30 年３月９日

41
災害応急対策に関する協定

書

道路、河川等の公共施設の機能確保、回復

に係る応急対策
印西市建設業組合 平成 30 年３月９日

42
災害時における畳の供給等

に関する協定書
避難所に設置する畳の供給等

５日で 5000 枚の約

束。プロジェクト実行

委員会

平成29年１月26日

43

災害発生時における福祉避

難所の設置運営に関する協

定書

要介護者等の福祉避難所
社会福祉法人 昭桜

会
平成 29 年３月８日

44

原子力災害におけるひたち

なか市民の県外広域避難に

関する協定書

東海第二発電所で原子力災害が発生した

場合の県外一時滞在地として、印西市が避

難所を提供

茨城県ひたちなか市 平成30年７月24日

45

災害時における福祉用具等

物資の供給等協力に関する

協定

避難所において必要とされる福祉用具等

の供給

（一社）日本福祉用具

供給協会
平成29年７月31日
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№ 防災協定等の名称 協定の内容 協定先 締結日 連絡部署 連絡先

46
災害時における動物救護活

動に関する協定書

人が飼育している犬・猫等の動物救護活動

及び人への危害防止
印旛地域獣医師会 平成29年２月28日

47

災害発生時における段ボー

ル製品の調達に関する協定

書

段ボールベッド等、段ボール製品の供給等 セッツカートン（株）平成31年１月11日

48
大規模水害時における相互

援助に関する協定書

利根川で大規模水害が発生した際のお互

いの避難所の利用に係る相互協力
印旛郡栄町 平成31年３月20日

49

災害発生時における福祉避

難所の設置運営に関する協

定書

要介護者の福祉避難所
社会福祉法人 印西

地区福祉会
平成 29 年３月８日

50

災害発生時における福祉避

難所の設置運営に関する協

定書

要介護者の福祉避難所
社会福祉法人 晴山

会
令和元年 11 月１日

51

災害発生時におけるバス車

両による緊急輸送に関する

協定書

バスによる被災者等の避難輸送及び市職

員等の移送

ちばレインボーバス

（株）
令和２年８月 21 日

52
災害時における支援協力に

関する協定書

市民生活の復旧支援を目的とした行政書

士業務
千葉県行政書士会 令和２年８月 24 日

53

災害発生時における無人航

空機の支援活動に関する協

定書

ドローン等無人航空機による、災害対応に

必要な映像・画像の撮影

（株）ワイズファクト

リー
令和２年９月 25 日

54

災害時及び感染症発症時に

おける防疫活動に関する協

定書

水害時における防疫活動、ネズミ・衛生害

虫駆除活動、感染症発生時の消毒活動等

（一社）日本特殊清掃

隊
令和２年10月 26日

55
災害時における電動車両等

の支援に関する協定書
電動車両等の貸与等

千葉三菱コルト自動

車販売（株） 令和２年11月 18日

三菱自動車工業（株）

56
災害時における停電復旧の

連携等に関する基本協定
停電復旧に係る相互協力

東京電力パワーグリ

ッド（株）成田支社
令和２年９月８日

56-2
災害時における電源車の配

備に関する覚書
重要施設への電源車の配備

東京電力パワーグリ

ッド（株）成田支社
令和２年９月８日
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56-3
災害時における連絡調整員

の派遣に関する覚書
連絡調整員の派遣

東京電力パワーグリ

ッド（株）成田支社
令和２年９月８日

56-4

災害時における停電復旧作

業および啓開作業に伴う障

害物等除去に関する覚書

停電復旧及び道路障害物除去の相互協力
東京電力パワーグリ

ッド（株）成田支社
令和３年１月 29 日

57

災害時におけるバス車両に

よる輸送等の協力に関する

協定書

バスによる被災者等の避難輸送及び市職

員等の移送、避難者の被災生活支援に係る

送迎、避難施設として化粧室付きバス車両

等の貸与

（株）コスモスバス 令和３年３月 24 日

58

災害発生時における緊急物

資輸送等の協力に関する協

定書

防災備蓄品の避難所等への配送、救援物資

の集配拠点から避難所等への配送、集配拠

点における入庫から出庫までの運営協力、

集配拠点の運営に関する助言・指導

（株）東京アクティー

印西センター
令和３年４月７日

59

災害発生時における宿泊施

設の提供協力に関する協定

書

「アパホテル千葉印西牧の原駅前」を福祉

避難所として提供
竹内建設（株） 令和３年７月 15 日

60
災害時における入浴支援に

関する協定書

「アジアン ソラ スパ 千葉 牧の原

モア温泉」において入浴支援を実施

（株）クレドインター

ナショナル
令和３年12月 15日

61
災害時における応急対策の

協力に関する協定書

公共施設の応急修理、公費解体対象の倒壊

家屋等の解体及び撤去、応急仮設住宅の建

設等

千葉土建一般労働組

合鎌ヶ谷支部
令和４年 3 月 24 日

62
災害時の遺体搬送に関する

協定書
霊柩自動車による遺体の搬送業務

千葉県霊柩自動車協

会
令和４年４月 15 日

（一社）全国霊柩自動

車協会

63

災害時における支援物資の

受入及び配送等に関する協

定書

避難所等への支援物資の配送計画の策定

及び配送の実施、被災者の物資ニーズの収

集、荷役作業の実施、必要な人員及び機材

の提供、支援物資の受入及び輸送等に関す

る助言などを行う要員の派遣等

佐川急便（株） 令和４年５月 12 日
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64
災害時におけるゴルフ場施

設の利用に関する協定書

市民及び帰宅困難者を対象とし、一時避難

場所としてゴルフ場施設（クラブハウス・

駐車場）の利用

総武カントリークラブ（総武コース・印旛

コース・北コース）

ＰＧＭプロパティー

ズ株式会社
令和４年 10 月１日

65
災害時における洗濯支援に

関する協定書

「ふんわりきれいランドリーフルーフィ

ー（fluffy）千葉ニュータウンベイシア店」

において洗濯支援を実施

株式会社リンク・ソリ

ューション
令和５年１月 10 日
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資料② 受援様式集

市としての受援状況の把握、受援業務の進捗管理や受援調整事務局への要請を円滑に行

うことを目的として、様式を作成した。

本様式については、電子メール、FAX 等により提出するものとする。

（１）各様式の使い方

ア 応援要請書（受援調整事務局要請用）（受援様式１）

災害時応援協定の運用担当班（課）が受援調整事務局である場合や行政機関・一般ボ

ランティアへの応援要請を必要とする場合に使用する。

応援を必要とする各班は、要請書を作成し、各班受援担当窓口へ提出し、各班受援担

当窓口は班の応援要請の必要性を取りまとめたうえで、受援調整事務局に要請する。

イ 応援要請報告書（受援調整事務局報告用）（受援様式２）

各班から、受援調整事務局を通さず直接応援要請を行った場合に使用する。応援を要

請した各班は、応援要請後、応援団体ごとに報告書を作成し、受援担当窓口を経由して

受援調整事務局に報告する。

ウ 応援要請管理表（受援様式３）

受援調整事務局は、応援を受ける班からの報告を取りまとめ、応援要請の実施状況に

ついて、本様式を用いて整理し、災害対策本部会議に報告する。

エ 応援者等名簿（受援様式４）

応援を受ける班が、応援者等の受付をする場合に使用する。作成した名簿は、業務ご

とに応援者等の受入れの都度作成し、直接応援要請を行った場合は班内で保存し、受援

調整事務局が要請した応援団体の場合は受援調整事務局の指示に基づき、受援担当窓

口を経由して受援調整事務局に提出する。

オ 受援状況報告書（受援調整事務局報告用）（受援様式５）

外部からの応援を受け入れた後、受援の状況を報告する場合に使用する。応援を受け

る班は、応援を受け入れた段階で、業務ごとに報告書を作成し、受援担当窓口を経由し

て受援調整事務局に報告する。

その後は、受援調整事務局の指示に基づいて作成し報告をするほか、受援が終了した

場合にも作成し報告する。

カ 事務引継書（受援様式６）

受援業務について、応援者等の変更がある場合に使用する。業務ごとに前任者が作成し、

応援を受ける班の受援担当窓口が確認したうえで保存する。

なお、本様式は別様式をもって代えることができることとする。
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（２）様式使用のフロー図

ア 受援調整事務局が要請する場合

各班 各班受援担当窓口 受援調整事務局

応援要請

応援要請の判断

（作成・提出） （取りまとめ・提出） （全庁の取りまとめ）

応援要請の判断

応援要請の実施

応援受入

応援職員等の到着

（作成・提出）

（作成・提出）

業務の引継ぎ

（作成・保存）

（班内の把握）

（班内の把握）

（進捗管理）

（進捗管理）

受援終了

業務の引継ぎ

（作成・提出） （班内の把握） （全庁の取りまとめ）

※ 「（受援様式１）応援要請書」の提出については、各受援担当窓口が取りまとめて受援調整事務局へ提
出する。

※ 「（受援様式５）受援状況報告書」については、随時作成し提出する。

（受援様式１）

応援要請書

（受援様式１）

応援要請書

（受援様式１）

応援要請書

（受援様式４）

応援職員等名簿

（受援様式４）

応援職員等名簿

（受援様式５）

受援状況報告書

（受援様式６）

事務引継書

（受援様式４）

応援職員等名簿

（受援様式５）

受援状況報告書

（受援様式５）

受援状況報告書
（受援様式５）

受援状況報告書

※ 受援調整事務局は、

受援状況の進捗管理のた

め、必要に応じて「（受

援様式３）応援職員等名

簿」及び「（受援様式

４）受援状況報告書」の

提出を求める。

（受援様式５）

受援状況報告書

（受援様式５）

受援状況報告書

（受援様式３）

応援要請管理表
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イ 各班が応援要請する場合（受援調整事務局には報告だけ行う場合）

各班 各班受援担当窓口 受援調整事務局

応援要請

応援要請の実施

（作成・提出） （班内の把握）

（全庁の把握）

応援受入

応援職員等の到着

（作成・提出）

（作成・提出）

業務の引継ぎ

（作成・保存）

（班内の把握） （進捗管理）

受援終了

業務の引継ぎ

（作成・提出） （部内の把握） （全庁の取りまとめ）

※ 「（受援様式２）応援要請報告書」及び「（受援様式５）受援状況報告書の提出については、受援調整事

務局へ提出する。

※ 「（受援様式５）受援状況報告書」については、随時作成し提出する。

（受援様式２）

応援要請報告書

（受援様式２）

応援要請報告書

（受援様式２）

応援要請報告書

（受援様式４）

応援職員等名簿

（受援様式５）

受援状況報告書
（受援様式５）

受援状況報告書

（受援様式６）

事務引継書

（受援様式５）

受援状況報告書

※ 受援調整事務局

は、受援状況の進捗管

理のため、必要に応じ

て「（受援様式４）受

援状況報告書」の提出

を求める。

（受援様式５）

受援状況報告書

（受援様式５）

受援状況報告書

（受援様式５）

受援状況報告書

（受援様式３）

応援要請管理表
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（３）各種様式

受援様式１ 年 月 日作成

応援要請書（受援調整事務局要請用）

各班

（応援要請を行う者）
各班受援担当窓口 受援調整事務局

所属名：

担当名：

電 話：

ＦＡＸ：

所属名：

担当名：

電 話：

ＦＡＸ：

□ 未処理

□ 対応中

□ 処理終了

（ 年 月 日）

業務名

要請内容

要請先・人数

要請先 人数 必要な資格・職種

他の自治体

民間企業

専門団体

一般ボランティア

その他の団体

団体種別問わず

期間（想定） 年 月 日 から 年 月 日（ 日間程度）

持参を依頼したい

資機材等

集合場所

備考

※ 本様式は、災害時応援協定の運用担当班（課）が受援調整事務局構成班である場合や

行政機関・一般ボランティアへの応援要請を必要とする場合に使用する。

※ 各班は可能な限り具体的な内容を記入し、集合場所の分かる地図等を添付して、各班

受援担当窓口へ送付し、各班受援担当窓口は応援要請の必要性を取りまとめたうえで、

受援調整事務局に要請する。
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（記入例）

受援様式１ 年 月 日作成

応援要請書（受援調整事務局要請用）

各班

（応援要請を行う者）
各班受援担当窓口 受援調整事務局

所属名：●●●●課

担当名：●● ●●

電 話：内線 XXXX

ＦＡＸ：XXX-XXX-XXXX

所属名：◆◆◆◆課

担当名：◆◆ ◆◆

電 話：内線 YYYY

ＦＡＸ：YYY-YYY-YYYY

□ 未処理

□ 対応中

□ 処理終了

（ 年 月 日）

業務名
応急危険度判定の実施に関すること

要請内容

・判定作業は、２人１組の判定チームで行う。

・判定結果については、判断根拠を随時建物ごとに記録する。

判定終了後、実施本部または判定拠点に戻り、指揮命令者に判定

結果等の報告を行う。

要請先・人数

要請先 人数 必要な資格・職種

他の自治体 10 人／日 応急危険度判定士

民間企業

専門団体 20 人／日 応急危険度判定士

一般ボランティア

その他の団体

団体種別問わず

期間（想定） XXXX 年 X月 XX 日 から XXXX 年 X月 XX 日（ XX 日間程度）

持参を依頼したい

資機材等

登録証、腕章等の判定資機材の他、寝袋、応援者用生活物資

集合場所
本庁舎●階●●課

備考

応援職員の宿泊場所、食料等については、貴市での確保を希望しま

す。

※ 本様式は、災害時応援協定の運用担当班（課）が受援調整事務局構成班である場合や

行政機関・一般ボランティアへの応援要請を必要とする場合に使用する。

※ 各班は可能な限り具体的な内容を記入し、集合場所の分かる地図等を添付して、各班

受援担当窓口へ送付し、各班受援担当窓口は応援要請の必要性を取りまとめたうえで、

受援調整事務局に要請する。
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受援様式２ 年 月 日作成

応援要請報告書（受援調整事務局報告用）

各班

（応援要請を行った者）

各班受援担当窓口

受援調整事務局

所属名：

担当名：

電 話：

ＦＡＸ：

□ 未処理

□ 対応中

□ 処理終了

（ 年 月 日）

要請日時 年 月 日 午前・午後 時 分

要請先

団体名

所属

連絡窓口 役職： 連絡手段：

業務名

要請内容

人数 人

期間（想定） 年 月 日 から 年 月 日（ 日間程度）

活動場所
活動拠点：

現 場 ：

要請根拠

（法律・協定・その他）

備考

※ 本様式は、各班から受援調整事務局を通さず直接応援要請を行った場合に使用する。

※ 各班は、応援要請後、応援団体ごとに報告書を作成し、速やかに各班受援担当窓口を

経由して受援調整事務局に報告する。
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（記入例）

受援様式２ 年 月 日作成

応援要請報告書（受援調整事務局報告用）

各班

（応援要請を行った者）

各班受援担当窓口

受援調整事務局

所属名：●●●●課

担当名：●● ●●

電 話：内線 XXXX

ＦＡＸ：XXX-XXX-XXXX

□ 未処理

□ 対応中

□ 処理終了

（ 年 月 日）

要請日時 年 月 日 午前・午後 時 分

要請先

団体名

所属

●●組合

●●班●●課（●●担当）

連絡窓口
役職：係長 連絡手段：携帯電話 XXX-XXXX-XXXX、

電子メール ********@*****.**.jp

業務名
●●●●●●●●●●●●●●●●●●の実施に関すること

要請内容

・判定作業は、２人１組の判定チームで行う。

・判定結果については、判断根拠を随時建物ごとに記録する。

人数 ２０ 人

期間（想定） 年 月 日 から 年 月 日（ 日間程度）

活動場所
活動拠点：本庁舎●階 ●●課

現 場 ：被災地現場

要請根拠

（法律・協定・その他）

災害時における●●に関する協定

備考

応援職員の宿泊場所、食料等については、貴市での確保を希望しま

す。

※ 本様式は、各班から受援調整事務局を通さず直接応援要請を行った場合に使用する。

※ 各班は、応援要請後、応援団体ごとに報告書を作成し、速やかに各班受援担当窓口を

経由して受援調整事務局に報告する。
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受援様式３ 年 月 日作成

応援要請管理表

要請日時 要請先 根拠
要請内容

受援対象業務
人的支援 業務資源

職種・資格等 人数 資機材等
人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日



51

（記入例）

受援様式３ 年 月 日作成

応援要請管理表

要請日時 要請先 根拠
要請内容

受援対象業務
人的支援 業務資源

職種・資格等 人数 資機材等

●月●日
XX:XX

▲▲市
災害時相互
応援に関す
る協定

指定避難所の
運営

特になし 40
人
／
日

携帯電話等を
持参希望

〃 〃 〃
被災建築物応
急危険度判定

応急危険度判
定士

20
人
／
日

〃

●月■日
XX:YY

〃 〃 被害認定調査
被害認定調査
経験者等

20
人
／
日

〃

●月■日
XX:ZZ

◆◆市
災害時相互
応援に関す
る協定

健康・保健活
動

保健師 5
人
／
日

〃

人
／
日

〃
人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日

人
／
日
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受援様式４ 年 月 日作成

応援職員等名簿

各班

（応援要請を行った者）

各班受援担当窓口

受援調整事務局

所属名：

担当名：

電 話：

ＦＡＸ：

□ 未処理

□ 対応中

□ 処理終了

（ 年 月 日）

業務名

No 団体名・所属 役職・氏名 活動場所 宿泊場所 活動期間 派遣日数

1 ～

2 ～

3 ～

4 ～

5 ～

6 ～

7 ～

8 ～

次ページ（ あり ／ なし ）

※ 本様式は、各班が、応援職員等の受付をする場合に使用する。

※ 作成した名簿は、業務ごとに応援職員等の受入れの都度作成し、直接応援要請を行っ

た場合は班内で保存し、受援調整事務局が要請した応援団体の場合は受援調整事務局

の指示に基づき、各班受援担当窓口を経由して受援調整事務局に提出する。
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受援様式４ 年 月 日作成

応援職員等名簿（つづき）

（ 枚目）

No 団体名・所属 役職・氏名 活動場所 宿泊場所 活動期間 派遣日数

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～
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（記入例）

受援様式４ 年 月 日作成

応援職員等名簿

各班

（応援要請を行った者）

各班受援担当窓口

受援調整事務局

所属名：●●●●課

担当名：●● ●●

電 話：内線 XXXX

ＦＡＸ：XXX-XXX-XXXX

□ 未処理

□ 対応中

□ 処理終了

（ 年 月 日）

業務名
●●●●●●●●●●●●●●●●●●の実施に関すること

No 団体名・所属 役職・氏名 活動場所 宿泊場所 活動期間 派遣日数

1
A 県 B 市
●●部●●課

主任
HH HH

本庁舎 N ホテル
●月●●日

～
●月●●日

2
C 県 D 市
●●部●●課

主任
II II

K 小学校 O 小学校
●月●●日

～
●月●●日

3
EFG 協会
●●担当

主事
JJ JJ

L 市 M 丁目 P ホテル
●月●●日

～
●月●●日

4 ～

5 ～

6 ～

7 ～

8 ～

次ページ（ あり ／ なし ）

※ 本様式は、各班が、応援職員等の受付をする場合に使用する。

※ 作成した名簿は、業務ごとに応援職員等の受入れの都度作成し、直接応援要請を行っ

た場合は班内で保存し、受援調整事務局が要請した応援団体の場合は受援調整事務局

の指示に基づき、各班受援担当窓口を経由して受援調整事務局に提出する。
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受援様式５ 年 月 日作成

受援状況報告書（受援調整事務局報告用）

各班

（応援を受けた者）

各班受援担当窓口

受援調整事務局

所属名：

担当名：

電 話：

ＦＡＸ：

□ 未処理

□ 対応中

□ 処理終了

（ 年 月 日）

団体名 業務名 職種・資格等、人数 派遣期間 派遣日数 延べ人数

人 ～ 日間 人・日

人 ～ 日間 人・日

人 ～ 日間 人・日

人 ～ 日間 人・日

人 ～ 日間 人・日

人 ～ 日間 人・日

人 ～ 日間 人・日

人 ～ 日間 人・日

人 ～ 日間 人・日

計 実人数 人 延べ人数 人

※ 本様式は、外部からの応援を受け入れた後、受援の状況を報告する場合に使用する。

※ 各班は、応援を受け入れた段階で、業務ごとに報告書を作成し、各班受援担当窓口を

経由して受援調整事務局に報告する。その後は、受援調整事務局の指示に基づいて、

業務ごとに作成し報告するほか、受援が終了した場合にも作成し報告する。
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（記入例）

受援様式５ 年 月 日作成

受援状況報告書（受援調整事務局報告用）

各班

（応援を受けた者）

各班受援担当窓口

受援調整事務局

所属名：●●●●課

担当名：●● ●●

電 話：内線 XXXX

ＦＡＸ：XXX-XXX-XXXX

□ 未処理

□ 対応中

□ 処理終了

（ 年 月 日）

団体名 業務名 職種・資格等、人数 派遣期間 派遣日数 延べ人数

A 市
指定避難
所の運営

事務職 ３人
●月●日

～
●月●日

１０日間 ３０人・日

〃 〃 事務職 ６人
●月●日

～
●月●日

１４日間 ８４人・日

B 市
指定避難
所の運営

事務職、
機械職

５人
●月●日

～
●月●日

１４日間 ７０人・日

C 市
健康・保
健活動

保健師 ３人
●月●日

～
●月●日

１０日間 ３０人・日

人 ～ 日間 人・日

人 ～ 日間 人・日

人 ～ 日間 人・日

人 ～ 日間 人・日

人 ～ 日間 人・日

計 実人数 １７人 延べ人数 ２１４人

※ 本様式は、外部からの応援を受け入れた後、受援の状況を報告する場合に使用する。

※ 各班は、応援を受け入れた段階で、業務ごとに報告書を作成し、各班受援担当窓口を

経由して受援調整事務局に報告する。その後は、受援調整事務局の指示に基づいて、

業務ごとに作成し報告するほか、受援が終了した場合にも作成し報告する。
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受援様式６ 年 月 日作成

事務引継書

業務名

業務内容

団体名・氏名

前任者 後任者

団体名：

氏 名：

団体名：

氏 名：

引継事項

関連する書籍・帳簿

等

現状と課題

今後の方針・予定

その他必要な事項

※ 受援担当窓口記入欄

所属名

受援担当者氏名

確認日 年 月 日

備考

※ 受援業務について、応援職員等の変更がある場合に使用する。

※ 業務ごとに前任者が作成し、各班の受援担当窓口が確認をしたうえで保存する。

※ 本様式は、別様式をもって代えることができる。
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（記入例）

受援様式６ 年 月 日作成

事務引継書

業務名
●●●●●●●●●●●●●●●●●●の実施に関すること

業務内容

●●の実施結果をもとに●●書類を作成して、●●に提出する。

団体名・氏名

前任者 後任者

団体名：●●県●●市●●課

氏 名：●● ●●

団体名：●●県●●市●●課

氏 名：●● ●●

引継事項

関連する書籍・帳簿

等

１ ●●連絡票の作成

２ 報告書の提出

３ 最新の●●内容の反映

（関連：印西市地域防災計画、●●マニュアル）

現状と課題

１●●連絡票作成を開始したが、●●詳細を検討中。

２報告書を作成して、関係者（●●●、●●●）に確認中。

３優先順位を下げて対応しており未着手。

今後の方針・予定

原則、●●の結果及び●●指示に基づき加筆・修正を行うが、●●

計画との整合が必要となる。

その他必要な事項

引き継ぎ事項「１」は、●●月●●日までに提出する必要がある。

不明点は、XXX-XXX-XXXX または xxxxx＠xxx.xxx.xx.jp まで連絡

をください。

※ 受援担当窓口記入欄

所属名

受援担当者氏名

●●●部●●●●●課

確認日 XXXX 年 XX 月 XX 日

備考

※ 受援業務について、応援職員等の変更がある場合に使用する。

※ 業務ごとに前任者が作成し、各班の受援担当窓口が確認をしたうえで保存する。

※ 本様式は、別様式をもって代えることができる。


